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午後２時０１分開会 

○足立教育長職務代理者 ただいまから令和３年第７回定例教育委員会を開会

します。 

 

会議録署名委員指名 

○足立教育長職務代理者 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の

規定により、会議録署名委員を指名します。長谷川委員にお願いします。 

 

議案第１号 

○足立教育長職務代理者 日程第２、議案の審査を行います。 

 議案第１号、我孫子市鳥の博物館基金条例の制定について、事務局から説明

をお願いします。 

○丸山鳥の博物館長 議案第１号、我孫子市鳥の博物館基金条例の制定につい

て説明します。 

 提案理由は、鳥の博物館事業の充実を図り、博物館の魅力を向上させるため、

我孫子市鳥の博物館基金の設置を提案するものです。 

 条文は設置から委任まで全部で７条です。第１条、設置、鳥の博物館事業の

充実を図るため、基金を設置すると規定しました。第２条、積立て、基金とし

て積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとします。第３条、管

理、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならないとします。第４条は運用益金の処理、第５条は繰

替運用について定めました。第６条、処分、基金は鳥の博物館事業に要する費

用の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分ができる

と規定しました。本条例は公布の日から施行するとします。 
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なお、６月１日から６月３０日までのパブリックコメントでは、意見はあ

りませんでした。 

我孫子市鳥の博物館基金条例を制定し、博物館の入館料を財源充当すると

ともに、通常開館時やジャパンバードフェスティバルなどイベント開催時の無

料入館者などからも積極的なご支援を受ける機会を作り、今後のリニューアル

展示への財源に活用していけるように積極的にＰＲしていく予定です。以上で

す。 

○足立教育長職務代理者 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。 

〇蒲田委員 無料入館をした方々にも積極的に支援を受ける機会を作るという

お話がありましたが、例えば鳥の博物館の入り口あたりに基金箱のような箱を

設置して、お金を入れていただくということですか。 

〇丸山鳥の博物館長 無料入館者の方にも基金を支援していただけるよう募金

箱の設置を考えています。 

〇蒲田委員 ありがとうございます。ポスターなどの展示物を利用して基金を

アピールすることで、皆さんからの基金の協力が増えるといいなと思います。

よろしくお願いいたします。 

〇丸山鳥の博物館長 基金を広めていけるよう頑張っていきたいと思います。 

〇足立教育長職務代理者 ほかに質疑はありますか。 

 ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○足立教育長職務代理者 これより採決いたします。 

 議案第１号、我孫子市鳥の博物館基金条例の制定について、原案に賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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○足立教育長職務代理者 挙手全員と認めます。よって議案第１号は可決され

ました。 

 

議案第２号 

○足立教育長職務代理者 続きまして、議案第２号、我孫子市文化財保存活用

地域計画協議会設置要綱の一部を改正する告示の制定について、事務局から説

明をお願いします。 

○辻文化・スポーツ課長 議案第２号、我孫子市文化財保存活用地域計画協議

会設置要綱の一部を改正する告示の制定について説明します。 

 提案理由は、我孫子市文化財保存活用地域計画協議会委員について、現行の

委員に加えて教育委員会が必要があると認める者を委嘱し、または任命できる

ようにするため、提案するものです。 

 現在、我孫子市文化財保存活用地域計画協議会は、我孫子市生涯学習審議委

員及び関係課の課長を中心として委嘱または任命しています。今後は、地域の

観光や文化財を活用した地域おこし等の専門性のあるものに関して学識経験者

などの意見が必要になると考え、「教育委員会が必要があると認める者」とし

て委嘱又は任命できるようにすることで、我孫子市文化財保存活用計画をより

実効性あるものにしていきたいと考えています。以上です。 

○足立教育長職務代理者 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。―よろし

いですか。 

 質疑はないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○足立教育長職務代理者 これより採決いたします。 

 議案第２号、我孫子市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱の一部を改正
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する告示の制定について、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○足立教育長職務代理者 挙手全員と認めます。よって議案第２号は可決され

ました。 

 

諸  報  告 

○足立教育長職務代理者 日程第３、諸報告を議題とします。 

 ヤング手賀沼の１学期の状況等について、報告をお願いします。 

〇遠藤教育研究所長 １学期のヤング手賀沼の活動報告をします。今年度は４

つの目標を掲げて活動しています。 

まず１つ目は、ヤング手賀沼に通級している児童生徒がヤング手賀沼でど

のように活動していくか、学校とどのように連携していくかなどの個別支援計

画を作成し、推進しています。 

２つ目は、長期間未登室児童生徒の保護者との関係推進として、今年度も

心理相談員などの専門職と指導主事を含めて関係を深めながら、子どもたちの

支援の推進を図っています。 

３つ目は、けやき分校の充実です。現在のけやき分校は中学生の参加が多

く、静かな場所でしっかりと勉強するといった状況で、テストの実施などもし

ています。また、けやき分校と湖北台東小学校にあるヤング手賀沼本校をＩＣ

Ｔ機器を使ってつなぎ、合同で朝の会をするなど分校の充実を図っています。 

 ４つ目は、事務作業の効率化ということで、子どもたちの支援に時間を割け

るようにパソコンの整備などの事務の効率化を図っています。 

児童生徒に対して指導員が行った支援活動については、教科学習の支援や

体験学習の支援に関すること、缶バッジ作りや苗植え、バドミントンなどの活

動をしました。また、定期テストを学校の先生に用意していただいて、ヤング
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手賀沼の先生が取りに行き、ヤング手賀沼でテストを実施するという新しいこ

とにも取り組みました。 

また、関係機関との連携として、特に力を入れて取り組んだのはヤング手

賀沼に登録がある児童生徒が在籍している学級の担任の先生との連絡会です。

ヤング手賀沼に登録がある児童生徒をどのように支援していくか、担任の先生

とヤング手賀沼の役割について連絡会を行いました。  

図書館との連携としては、お話し会を月に１回実施しました。以前、けや

き分校見学会アンケートで、本を置いてほしいという意見があったため、図書

館から図書を寄贈していただき、今１２２冊置いています。本が好きな子が多

いので、すごく喜んでいました。けやき分校に行くときも、その都度読みたい

本を選んでもらい持ち運んでいます。 

子ども支援課との連携としては、６月、７月にパラリンピックの競技にも

なっているボッチャの道具を借用し、指導を受けました。 

教育研究所との連携としては、今年は心理相談員と指導主事とヤング手賀

沼職員全員で必ず月に１回ミーティングをして、情報共有会を実施しています。 

また、保護者に対しては、今まではお手紙を通して連絡していましたが、

ＩＣＴを活用してメールでの配信を行っています。以上です。 

〇足立教育長職務代理者 ありがとうございました。 

以上で報告が終わりました。これより質疑を許します。質疑があれば挙手

をお願いします。 

○蒲田委員 図書館との連携ということで、「５月から毎月お話し会をしまし

た」とありますが、会場はどちらを使われたのでしょうか。 

〇遠藤教育研究所長 湖北台東小学校の会場に来ていただいて、お話し会を開

いています。 

〇蒲田委員 小学生向けのようなお話し会をしていたということですね。また、
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今までもお話し会をしていたのでしょうか。 

〇遠藤教育研究所長 今までも実施していました。小学生向けのお話し会が多

いですが、中学生も聞いています。人に読んでもらうということはとても心地

がいいようで、子どもたちはいい顔をして聞いています。 

〇蒲田委員 ありがとうございました。中学生向けのお話し会もあるといいな

と思いました。またよろしくお願いします。 

〇足立教育長職務代理者 ほかに質疑はありますか。 

ないものと認めます。報告に対する質疑を打ち切ります。 

続きまして、八街市の児童の死傷事故を受けた通学路の点検について、報

告をお願いします。 

〇鈴木学校教育課長 八街市の児童の死傷事故を受け、千葉県教育委員会より

緊急一斉点検の依頼がありました。これを受けて教育委員会から全市内の小学

校に危険個所と危険の内容について一斉点検をし、報告するよう指示していま

す。また、全中学校に対して、自転車通学上の危険個所についても改めて点検

するように指示しています。さらに全校に対して、夏休み前に児童生徒に対し

て改めて交通安全について指導するように依頼をしました。 

今後は、学校から報告された危険個所について、我孫子警察署や道路管理

者などと連携して対応を協議し、対処が必要な箇所については、児童生徒が安

全に登下校できるように早急に取り組んでまいります。 

なお、八街市の事故以来、市民から通学路の安全について意見が寄せられ

ています。グリーンベルトの塗り直しなど、市で対応できることついても迅速

に対応しています。以上です。 

〇足立教育長職務代理者 ありがとうございます。 

以上で報告が終わりました。これより質疑を許します。質疑があれば挙手

をお願いします。 
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 ないものと認めます。報告に対する質疑を打ち切ります。 

 続きまして、布佐中学校区適正規模と学校のあり方についての説明会の報告

について、報告をお願いします。 

〇鈴木学校教育課長 布佐中学校区の適正規模と学校のあり方について、保護

者向けの説明会を７月１７日（土曜日）に布佐小学校と布佐中学校で、１８日

（日曜日）に布佐南小学校で実施しました。 

説明会の内容は、総務課から学校施設個別施設計画について、学校教育課

から適正規模のことや今回のアンケート結果、今後の検討委員会について、指

導課からは小中一貫教育の成果と課題について約４５分間で説明した後、４０

分間の質疑応答時間を取りました。保護者からの質問や意見に対しては、主催

者として教育長や各課長が回答し、市長も学校の設置者という立場で述べてく

ださいました。 

布佐小学校会場には１９人の保護者と地域運営協議会のコーディネーター

１人が参加しました。「一体型小中一貫校にする場合、なぜ布佐小学校がベー

スとなるのか」、「一体型小中一貫校となった場合にカリキュラムがどう変わ

るのか」などの質問がありました。 

布佐中学校会場には７人の保護者が参加しました。「説明会を実施しない

中でのアンケートは判断材料が少なく配慮不足だったのでは」、「布佐南小学

校がなくなってしまうなら新木小学校への学区外就学を選択している実態があ

る」という趣旨の意見がありました。 

布佐南小学校会場には２７人の保護者が参加しました。一体型小中一貫校

は現在の布佐小学校の場所を想定しているとアンケートにも書かれていること

から、関心が高いことがうかがえました。「教育委員会の説明はきれいごとだ

けで不誠実なものに思える」、「十分な説明もなくアンケートを先行実施した

ことで誤解を受けるのでは」、「意図的に布佐南小学校の児童を減らす策略が
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あったのでは」といった厳しい意見もありました。教育委員会はそのような意

図は全くないと回答しましたが、事実と違う内容が伝わっている実態を感じ、

正しい情報発信の必要性を再確認しました。 

また、地域住民向けの説明会を１１月から１２月に実施する予定であるこ

と、検討委員会を令和４年度に発足し、その中で再アンケート実施の可否につ

いて、目的の内容を協議した上で判断していきたいことを伝えました。 

今回の説明会の参加者数から、多くの保護者が十分に理解を深めたとは言

えず、今後も時間をかけて検討していくことや正しい情報発信をしていくこと

が必要であることを認識しました。以上です。 

〇足立教育長職務代理者 ありがとうございます。 

以上で報告が終わりました。これより質疑を許します。質疑があれば挙手

をお願いします。 

 質疑はないものと認めます。報告に対する質疑を打ち切ります。 

 続きまして、「たんた新聞」について報告をお願いします。 

〇宇賀神図書館長 「たんた新聞」は、主に児童向け新聞として、年に４回発

行しています。今回の７月号については、「夏休みにおすすめの本」を特集と

して、全小学校の全児童に配布しています。「たんた新聞」で紹介している本

以外にも、学年別ブックリストを用意し、より多くの本も紹介できるようにし

ています。以上です。 

〇足立教育長職務代理者 ありがとうございます。 

以上で報告が終わりました。これより質疑を許します。質疑があれば挙手

をお願いします。 

質疑はないものと認めます。報告に対する質疑を打ち切ります。 

次に、事前に配付された事務報告、事務進行予定資料等に補足する説明や

追加する事項はありますか。 
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ないようですので、これより事務報告に対する質疑に入ります。質疑があ

れば挙手をお願いします。 

〇蒲田委員 ８ページ、成人式について、昨年度は４部制での開催でしたが、

今年度はどのような方法で開催するのでしょうか。 

〇菊地生涯学習課長 令和４年成人式については、４部制にすること、それぞ

れの部の参加人数を少なくすること、式の時間の短縮や来賓の人数減などを今

年度の第１回目企画運営会議で確認し、新型コロナウイルス感染症対策を最大

限配慮したうえで実施する予定で検討しています。 

○蒲田委員 ありがとうございます。昨年度、成人式を実施している市町村が

少ない中での実施でしたが、成人の方々はとても喜んでいたと思います。今年

度に関しても、厳しい状況は続いていますが、成人式企画運営会議委員と話し

合い、思い出に残る式が開催できるようによろしくお願いします。 

〇菊地生涯学習課長 昨年度、実施している市町村が少ない中で、我孫子市で

は新型コロナウイルス感染症対策に最大限の配慮をしたうえで、無事に開催で

きたことは強みになると思います。今年度も新型コロナウイルス感染症対策に

ついて、成人式企画運営会議委員の皆さんといろいろ検討を重ねているところ

です。私たちも成人式企画運営会議委員の皆さんの意見をなるべく組み入れて

実施していきたいと思います。 

○足立教育長職務代理者 ほかにこの報告に関連した質疑はありますか。 

ほかの事務報告について質疑があれば挙手をお願いします。 

〇長谷川委員 ８ページ、「東京２０２０応援プログラム 目指せ！チアリー

ダー！！」について、ＹｏｕＴｕｂｅに公開された動画を見ました。とてもか

わいい姿が映っていて、ほほ笑ましかったと思います。本来は７月３日の聖火

リレー会場で演技を披露予定でしたが、動画配信という形で見ることができて

よかったなと思いました。参加した小学生の子どもたちの感想などありました
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ら教えてください。 

〇菊地生涯学習課長 ７月３日の聖火リレー会場で披露することを目標とし、

Ｔシャツなどをそろえて準備をしていましたが、無観客での点火セレモニーへ

の変更に伴い発表する機会ができないか検討した結果、スロベニア代表選手応

援動画として７月２３日からＹｏｕＴｕｂｅで公開しています。子どもたちも

練習の成果を出せる場所があることでモチベーションを高く持って練習ができ

たということで、満足感があったのではないかなと思っています。また、中央

学院高等学校チアリーダー部の方々にご協力をいただいたことで、将来的に中

央学院高等学校でチアリーディングをやってみたいという子どもたちが多くい

ました。以上です。 

〇長谷川委員 ありがとうございました。またこういう機会がありましたら、

つくっていただきたいなと思います。 

〇足立教育長職務代理者 ほかに質疑があれば挙手をお願いします。―よ

ろしいですか。 

 ないものと認めます。事務報告に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、事務進行予定について質疑があれば挙手をお願いします。 

〇長谷川委員 ３ページ、学校図書館蔵書システム「ＴＯＰＮＥＴ」操作説明

会について、「ＴＯＰＮＥＴ」というシステムを近隣市で使用しているところ

はありますか。 

〇佐々木指導課長 調べて回答させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

〇長谷川委員 よろしくお願いします。 

「ＴＯＰＮＥＴ」はどういうことができる蔵書システムなのか、簡単に説

明していただけますか。 

〇佐々木指導課長 学校図書館において、学校図書館の蔵書に何があるか、子
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どもたちが調べ学習で一覧を見たり、貸し借りの際に今はカードで管理してい

るものをバーコードで管理することができる蔵書システムです。 

〇長谷川委員 ありがとうございます。このシステムは、学校内の蔵書のみの

管理になりますか。 

〇佐々木指導課長 市内の図書館の蔵書が全部検索でき、子どもたちは直接の

操作はできませんが、気になる図書を司書や教員へ伝え、子どもたちへ紹介す

ることができます。 

〇足立教育長職務代理者 ほかの事務進行予定について質疑があれば挙手をお

願いします。―よろしいですか。 

質疑ないものと認めます。事務進行予定に対する質疑を打ち切ります。 

次に、教育事業全般について質疑があれば挙手をお願いします。 

○村松委員 我孫子市スポーツ推進委員連絡協議会について、旧名称の体育指

導員時代には、私も他団体として体育指導員の方々と交流を持ち、いくつかの

事業に関わりを持たせていただきました。 

東京オリンピックが開催され、数年前の我孫子市議会でも、東京オリンピ

ック・パラリンピックの開催に伴い、我孫子市のスポーツ推進について積極的

に行っていくというお話もありました。コロナ禍で、我孫子市のスポーツイベ

ント等も１年以上開催ができない状況の中、スポーツ振興担当の方やスポーツ

推進委員連絡協議会やスポーツ推進委員の方々は現在どのような計画やお考え

をお持ちでしょうか。 

〇辻文化・スポーツ課長 現在、スポーツ推進委員の方々は、一般参加者を募

りながらポールウォーキング教室などを開催し、コロナ禍においても、できる

限りスポーツ活動を継続しています。また、各中学校区に置かれた総合型地域

スポーツクラブの運営に関しての提言や助言等も行っています。 

今回の東京オリンピックの事前合宿でスロベニア代表の柔道とテコンドー
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の方が来た際は、コロナ禍ということもあり、主にスポーツ推進委員の中から

協力していただける方に参加していただき、武道場の事前の畳の敷き込みのお

手伝いや除菌、少し離れたところからの見守りなどのご協力をいただきました。

７月２５日（日曜日）には、スロベニア代表の方が柔道の試合を終えて帰国さ

れる直前に、我孫子の中学校、高校、柔道教室の２５名の子どもたちとともに、

距離を置きながら交流するイベントがあり、スポーツ推進委員のお力添えをい

ただきました。 

今後は、市内スポーツ施設の設置や運営について多くのご意見を頂きなが

ら、我孫子市として体育施設やスポーツ振興事業をどのように進めていくかを

スポーツ推進委員の皆様と一緒に考えていきたいと思います。 

〇村松委員 ありがとうございます。こういう状況下なので活動すること自体

が難しいなか、様々な活動をしていただき感謝いたします。 

通常どおりのスポーツイベントが開催されるようになるまで、まだ１年ぐ

らいかかると思います。ただ、このコロナ禍で、運動不足の方やストレスをた

めている方などへ向けて個人でできる運動や体操、家族単位でできるスポーツ

や運動等の紹介を広報やＳＮＳを通じて発信すべきだと思いますのでご検討お

願いします。 

〇辻文化・スポーツ課長 スポーツ推進委員とともに、何か取組ができないか

どうか検討していきたいと思います。ありがとうございます。 

○足立教育長職務代理者 ほかに教育事業全般について質疑等ありますか。 

ないものと認めます。以上で諸報告に対する質疑を打ち切ります。 

 

○足立教育長職務代理者 ただいま事務局より追加議案が提出されました。追

加議案については日程に追加し、直ちに議題としますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○足立教育長職務代理者 ご異議ないものと認めます。 

 なお、追加議案第３号、令和４年度使用小・中学校用教科用図書、文部科学

省著作教科書、拡大教科書及び学校教育法附則第９条の規定による教科用図書

の採択については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項、

ただし書きの規定に基づき非公開で審議したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○足立教育長職務代理者 ご異議ないものと認めます。よって追加議案第３号

の審査は秘密会とすることに決定されました。関係者以外の職員の退席をいた

だき、審議を行います。関係者以外、ご退席願います。 

（関係者以外退席） 


